
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人空港周辺整備機構（法人番号1120905003729）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

　報酬基準は、月額及び賞与から構成されている。月額について
は、独立行政法人空港周辺整備機構役員給与規程に則り、俸給に特
別調整手当（俸給の8％）を加算して算出している。
　役員別の俸給は、以下のとおり。
　　　・理事長：960,000円
　　　・理事事：794,000円
　　　・監事事：720,000円

　令和7年度は、一般職の職員の給与に関する法律等が一部改正され
たことを踏まえ、以下の改正を行った。
　　　・俸給の改正
　　　　理事長 月26,000円分引上げ、理事 月22,000円分引上げ、
　　　　監事 月20,000円分引上げ
　　　・期末手当の支給割合の改正（理事長、理事及び監事）
　　　  期末手当年間0.0125月分の引上げ
      ・勤勉手当の支給割合の改正（理事長、理事及び監事）
　　　　勤勉手当年間0.0125月分の引上げ

　報酬基準は月額から構成されている。月額については、独立行政
法人空港周辺整備機構役員規程に則り、月額250,000円としている。

　令和7年度は、一般職の職員の給与に関する法律等が一部改正され
たことを踏まえ、以下の改正を行った。
　　・俸給の改正
　　　月7,000円分引上げ

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　当機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づ
き、福岡空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減、生活環境改善
等に関する業務を担っており、その業務内容に鑑み、役員報酬水準については独立行政法人
通則法（以下、「通則法」という。)第50条の2第3項の規定の趣旨を踏まえ、当機構の業務の
実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考としている。

　当機構においては、勤勉手当について、基礎額に、その者の勤務実績に応じて理事長が定
める割合を乗じ、かつ、在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

別 添



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,792 11,520 5,235 1,037 （特別調整手当）

千円 千円 千円 千円

14,950 9,528 4,330
858
235

ddd

（特別調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,496 8,640 3,926
778
152

ddd

（特別調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 - -
注１：「特別調整手当」とは民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：千円未満を四捨五入してあるので、合計額（年間報酬等の総額）が一致しない場合がある。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

法人の長

前職
就任・退任の状況

その他（内容）

　当機構の監事は、業務の監査及び事務並びに事業に対する財務状況や会計
処理状況の監査等の業務を担っている。
　その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定
職俸給表の水準を考慮しているが、業務運営方針の明確化及び内部統制にお
ける内部監査の実施による業務の改善を図ることから、その重要性に鑑み、
国家公務員の指定職俸給表に即した報酬実績となっており妥当である。

　監事(非常勤)は、当機構の事務及び事業に対する財務状況や会計処理状況の
監査等の業務を担っている。
　その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定職俸給
表の水準を考慮しているが、上記業務の重要性に鑑み、国家公務員の指定職俸給
表に即し、勤務時間を考慮した報酬実績となっており妥当である。

役名

監事

監事
（非常勤）

　当法人の業務目的は、空港周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止
及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することである。
　その業務内容に鑑みれば、Ⅰ-１-①に示された役員報酬水準の設定の考え方
は、国家公務員の給与を踏まえて定められており、適当である。
  また、Ⅰ-２の報酬実績は、報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の検証結
果は適当である。

　当機構の理事長は、法人の代表として、その業務を総理し、法人経営に関する
最終的な責任と権限を有するものであるが、当法人は、そのリーダーシップの下、空
港周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減、生活環境改善等
に関する業務を担っている。
　その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定
職俸給表の水準を考慮しているが、上記業務の重要性等に鑑み、国家公務員
の指定職に即した報酬実績となっており妥当である。

　当機構の理事は、重要な経営方針の立案への参画及び福岡空港周辺環境対
策における地元自治体との地域整備に関する連携や住民団体との調整を図り
つつ、地域の諸事情や地域整備についての知識と経験を活用し、その事業推
進及び総括を担っている。
　その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定
職俸給表の水準を考慮しているが、理事長を補佐して当機構の業務を掌理し
ていることから、その重要性に鑑み、国家公務員の指定職に即した報酬実績
となっており妥当である。

理事



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

業績給については、導入済みであり、今後も継続する方針。

監事A

法人での在職期間

監事B
（非常勤）

判断理由

理事A

監事A
（非常勤）

監事

法人の長

理事

法人の長

該 当 な し

該 当 な し



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 43 6,931 5,040 153 1,891
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 43 6,931 5,040 153 1,891

人 歳 千円 千円 千円 千円

2 － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 － － － － －

注１：常勤職員の区分のうち、該当者がいない区分（研究職種、医療職種、教育職種）については記載を省略している。

注２：在外職員、任期付職員及び再任用職員については、該当者がいないため記載を省略している。

注３：非常勤職員については該当者が2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　人員以外の項目については記載していない。

 当機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づ
き、福岡空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減、生活環境改善
等に関する業務を担っており、その業務内容に鑑み、職員給与水準については通則法第50条
の10第３項の規定の趣旨を踏まえ、当機構の業務実績を考慮し、国家公務員の給与水準を参
考とした。

　一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を踏まえ、機構の給与関係規程を令和８年
１月９日に改定し、令和７年４月１日から遡って①俸給表のベースアップ（平均３.３％）、
②自家用車等使用者に対する支給月額の引上げ（「片道10km以上15km未満」以降の区分）を
行った。

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：２７人

非常勤職員

事務・技術

事務・技術

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢 うち所定内

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：１３人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

　当法人においては、平成18年度から国家公務員の人事評価制度に準拠した評価制度を導
入し、その評価結果を昇給及び昇格並びに勤勉手当の成績率の判定に反映させている。

　独立行政法人空港周辺整備機構職員給与規程に則り、俸給、管理職手当、扶養手当、地域
手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、管理職員特別
勤務手当、期末手当、勤勉手当としており、各手当は国家公務員に準拠し、各職員の状況に
応じた支給を行っている。



③

注1：「②　職種別支給状況」の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。（「④ 職位別年間給与の分布状況」についても同様）

注２：該当者が２名以下の年齢層については当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから

      平均給与額を示す点を表示していない。

注３：該当者が４名以下の年齢層については当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから

      第１分位及び第３分位の項目については表示していない。

④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

0 - -

1 - -

2 - -

6 42.8 6,520

4 34.0 5,551
注1：本部課長・本部課長補佐同相当職グループについては該当者が2名以下のため当該個人に関する

　　 情報が特定されるおそれのあることから、人員以外の項目については記載していない。

⑤

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

- - -

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） - - -

％ ％ ％

         最高～最低 - - -

％ ％ ％

54.4 54.2 54.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.6 45.8 45.7

％ ％ ％

         最高～最低 46.8～44.8 46.6～44.6 46.7～44.7

注1：管理職員については、調査対象者が2名以下であり、個人の特定につながるおそれのあることから記載していない。

注２：本部係員同相当職グループについては、該当者が4名以下のため、

　　　年間給与額については平均のみ記載している。

-

-

7,416～5,752

区分

管理
職員

一般
職員

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同
じ。〕

平均年齢人員

一律支給分（期末相当）

-

分布状況を示すグルー
プ

千円

-

年間給与額

最高～最低

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

本部部長・同相当職

本部課長・同相当職

本部課長補佐・同相当職

本部係長・同相当職

本部係員・同相当職

一律支給分（期末相当）

0

1

2

3

4

5

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳

人員数

平均年間給与額

国の平均年間給与

額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 93.6

・年齢・地域勘案　　　　　　　 102.5

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 93.6

・年齢・地域・学歴勘案　　 102.6

４　モデル給与

月額：252,880円

月額：337,137円

月額：540,313円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

年間給与：8,952,594円

※扶養親族がいる場合には扶養手当（子１人につき13,000円）
特定期間（満15歳に達する最初の4月1日から満22歳に達する最初の3月31日
までの間）の子１人につき5,000円加算

　業績給については、すでに導入済みであり、今後も継続する方針。

○22歳（大卒初任給）

年間給与：4,224,513円

○35歳（本部係長級）

年間給与：5,707,733円

○50歳（本部課長級）

地域勘案対国家公務員指数100以上となった理由は、当機構は国からの出
向者が多く、地域手当受給者の30.8%が異動保障により当該地域手当（5級
地10％）より多く支給されているため。

内容項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合5.1％（国から
の財政支出額123,384千円、支出予算の総額2,430,522千円：令和
7年度予算）】
【累積欠損額0円(令和6年度決算) 】
【管理職の割合7.7％（常勤職員数13名中1名）】
【大卒以上の高学歴者の割合61.5％（常勤職員数13名中８名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合16.2％（支出総額
1,392,050千円、給与・報酬等支給総額225,165千円：令和6年度決
算）】

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員
指数の状況

（法人の検証結果）
　当機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等
に関する法律に基づき、福岡空港の周辺における航空機の騒音により生ず
る障害の防止及び軽減、生活環境改善等に関する業務を担っており、その
給与水準については、Ⅱ-1-① で記載したとおり、国家公務員の水準を考
慮しているが、Ⅱ-2の結果は、当機構業務の重要性等に考慮し、国家公務
員に即した支給水準となっており妥当である。

（主務大臣の検証結果）
 当法人の業務目的は、空港周辺における航空機の騒音により生ずる障害
の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することである。
　その業務内容に鑑みれば、Ⅱ-１-①に示された給与水準の設定の考え方
は国家公務員の水準を踏まえて定められており、適当である。
　また、Ⅱ-2の給与実績は、給与水準の設定の考え方に即しており、法人
の検証結果は適当である。

引き続き国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取り組む。



Ⅲ　総人件費について

令和5年度 令和6年度 令和7年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

○「給与、報酬等支給額総額」及び「最広義人件費」の増減要因

　　対前年度比

○公務員の給与改定に関する取扱いについて

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

特になし

　職員の定年年齢は、令和7年度末時点で、満62歳。
　職員の俸給月額は、当分の間、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、
当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、規定により当該職員の受ける号俸に応じた
額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、
50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。）とする。
　なお、役職定年制は導入していない。

「給与、報酬等支給額総額」　7.0％増

「最広義人件費」　6.7％増

　給与、支払等支給額総額（7.0％増）及び最広義人件費（6.7％増）の増額の理由は、一般
職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和6年12月25日法律第72号）による
基本給、諸手当、及び期末・勤勉手当の増額があったため。

「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）　に基づき、
以下の措置を講ずることとした。

役員に関する講じた措置の概要：
　平成30年3月22日より、退職手当の額の算定に使用する俸給月額に乗じる割合を、100分の
10.875から100分10.4625に改める。
　なお、規程改正の検討に時間を要したことから、措置の開始時期は国家公務員に係る措置
時期（平成30年1月1日）と異なる扱いとした。

職員に関する講じた措置の概要：
　平成30年4月1日より、退職手当の額の算定に使用する調整率100分の87を100分83.7に改め
る。
　なお、規程改正の検討に時間を要したことから、措置の開始時期は国家公務員に係る措置
時期（平成30年1月1日）と異なる扱いとした。

福利厚生費
41,959 39,951 40,695

14,816

給与、報酬等支給総額
213,247 225,165

4,332 0 0

277,610272,570

区　　分

240,831

296,342
最広義人件費

退職手当支給額

13,033 12,494
非常勤役職員等給与


